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（
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
一
部
を
成
す
環
太
平
洋

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
第
十
八
・
三
十
八
条
（
猶
予
期
間
）
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
グ
レ
ー
ト
ブ

 

リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
）

 

 

（
英
国
側
書
簡
）

 

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
へ

の
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
加
入
に
関
す
る
議
定
書
（
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）
の
本
日

の
署
名
に
関
連
し
て
、
必
要
な
変
更
を
加
え
た
上
で
、
二
千
十
八
年
三
月
八
日
に
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
で
作
成
さ
れ
た
環
太
平
洋

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
（
以
下
「
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
に
組
み
込
ま
れ
、
Ｃ
Ｐ
Ｔ

Ｐ
Ｐ
の
一
部
を
成
す
二
千
十
六
年
二
月
四
日
に
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で
作
成
さ
れ
た
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
以
下

「
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
組
み
込
ま
れ
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
第
十
八
・
三
十
八
条
（
猶
予
期
間
）
の
規
定
の
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン

及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
（
以
下
「
英
国
」
と
い
う
。
）
へ
の
適
用
に
関
し
て
、
議
定
書
に
関
す
る
交
渉
に
お
い
て
英
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国
政
府
と
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
締
約
国
の
政
府
と
の
間
で
到
達
し
た
合
意
で
あ
っ
て
、
英
国
と
日
本
国
と
の
間
の
次
の
合
意
に
お
い

 

て
規
定
す
る
も
の
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１　

Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
組
み
込
ま
れ
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
第
十
八
・
三
十
八
条
（
猶
予
期
間
）
の
規
定
の
適
用
上
、
英
国
は
、
同
条
の
規
定

に
適
合
す
る
猶
予
期
間
に
関
し
て
国
際
的
な
場
に
お
け
る
調
和
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
、
同
条
の

規
定
と
実
質
的
に
同
一
の
規
定
で
あ
っ
て
同
条
の
規
定
に
反
し
な
い
も
の
を
組
み
込
む
た
め
に
、
欧
州
特
許
の
付
与
に
関
す

 

る
条
約

及
び
必
要
に
応
じ
て
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
特
許
条
約

の
改
正
の
採
択
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
。

（
注
１
）

（
注
２
）

注
１　

千
九
百
七
十
三
年
十
月
五
日
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
作
成
さ
れ
た
欧
州
特
許
の
付
与
に
関
す
る
条
約
で
あ
っ
て
、
千
九
百
九
十
一
年
十
二
月
十
七
日
の

同
条
約
第
六
十
三
条
を
改
正
す
る
条
約
及
び
二
千
年
十
一
月
二
十
九
日
の
欧
州
特
許
の
付
与
に
関
す
る
条
約
を
改
正
す
る
条
約
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ

 

た
も
の

 

注
２　

千
九
百
六
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日
に
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
作
成
さ
れ
た
実
体
的
な
特
許
法
の
特
定
の
点
の
統
一
に
関
す
る
条
約

２　

Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
組
み
込
ま
れ
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
第
十
八
・
三
十
八
条
（
猶
予
期
間
）
の
規
定
は
、
１
に
規
定
す
る
改
正
が
英
国
に

 

つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
日
の
後
に
、
英
国
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３　

英
国
は
、
１
に
規
定
す
る
改
正
が
英
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
議
定
書
が
効
力
を
生
じ
て
い
る
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
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Ｐ
の
締
約
国
に
速
や
か
に
通
報
す
る
。

４　

英
国
は
、
１
に
規
定
す
る
改
正
が
効
力
を
生
ず
る
ま
で
の
間
、
英
国
が
欧
州
特
許
機
構
そ
の
他
の
国
際
的
な
場
に
お
け
る

猶
予
期
間
の
規
定
の
調
和
及
び
採
択
を
促
進
す
る
た
め
に
直
前
の
十
二
箇
月
の
期
間
に
お
い
て
と
っ
た
具
体
的
な
措
置
に
関

す
る
報
告
書
を
、
議
定
書
が
英
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ご
と
に
、
議
定
書
が
効
力
を
生
じ

 

て
い
る
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
締
約
国
に
提
出
す
る
。

５　

１
か
ら
４
ま
で
の
規
定
の
下
で
生
ず
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
組
み
込
ま
れ
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
第
二
十
八
章
（
紛
争

 

解
決
）
の
規
定
に
基
づ
く
紛
争
解
決
手
続
に
服
す
る
も
の
と
す
る
。

本
大
臣
は
、
更
に
、
こ
の
書
簡
及
び
閣
下
の
確
認
の
返
簡
が
、
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
組
み
込
ま
れ
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
第
十
八
・
三
十
八
条

（
猶
予
期
間
）
の
規
定
の
英
国
へ
の
適
用
に
関
す
る
英
国
政
府
と
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
締
約
国
の
政
府
と
の
間
で
到
達
し
た
合
意
を

規
定
す
る
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
英
国
及
び
日
本
国
に
つ
い
て
の
議
定
書
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生

 

ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

 

二
千
二
十
三
年
七
月
十
六
日
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グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ビ
ジ
ネ
ス
・
貿
易
大
臣　

ケ
ミ
・
ベ
イ
デ
ノ
ッ
ク　
　
　

 　

日
本
国
経
済
再
生
担
当
大
臣　

後
藤
茂
之
閣
下
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（
日
本
側
書
簡
）

 

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有

 

し
ま
す
。

 

 

（
英
国
側
書
簡
）

 

本
大
臣
は
、
更
に
、
前
記
が
議
定
書
に
関
す
る
交
渉
に
お
い
て
両
政
府
間
で
到
達
し
た
合
意
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
確
認
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
日
本
国
及
び
英

 

国
に
つ
い
て
の
議
定
書
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

 

二
千
二
十
三
年
七
月
十
六
日
に
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で

 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
国
経
済
再
生
担
当
大
臣　

後
藤
茂
之
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グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

　
　
　

ビ
ジ
ネ
ス
・
貿
易
大
臣　

ケ
ミ
・
ベ
イ
デ
ノ
ッ
ク
閣
下


